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暖房用季節契約 選択約款 

白鳥台・高平（１００メガジュール）地区 

 

１．適用 

  （１） この選択約款は、当社が定める小売供給約款（白鳥台・高平地区）の別表第１の供給区域で、

この選択約款の適用条件を満たすお客さまにガスを供給するときの料金その他の供給条件を定

めたものです。 

  （２） この選択約款は、当社のガス小売供給約款と併せて適用いたします。 

 

２．選択約款の変更 

 

（１） 当社は、この選択約款の変更を必要と判断した場合、この選択約款を変更することがありま

す。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の選択約款によります。 

（２） この選択約款を変更する場合の手続きは、ガス小売供給約款を変更する場合と同様といたし

ます。 

 

３．用語の定義 

 

この選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。 

（１） 「暖房機器」とは、消費機器のうち暖房用にガスを使用する機器をいいます。ただし、ガス

メーターと原則として鉄管により接続された固定設備（鉄管、金属可とう管又は強化ガスホー

スにより接続されたものをいいます。）に限ります。 

（２） 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により

課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、１円未満の端数

が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。 

（３） 「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に、地方税法の規定に基づく税率を加えた

値をいいます。 

（４） 「単位料金」とは、８に定める基準単位料金又は調整単位料金をいいます。 

（５） 「１００メガジュール地区」とは熱量１００．４６５２メガジュールのガスを供給する地区

をいいます。 

 

４．適用条件 

 

 お客さまが暖房機器を使用し、暖房機器のガス使用量を算定する専用のガスメーターを設置する場合に

は、当社に対してこの選択約款の適用を申し込むことができます。 

 

５．契約の締結 

 

（１） お客さまは、新たにこの選択約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更

新に際し契約内容を変更しようとする場合には、当社と契約していただきます。 

（２） 契約期間は次のとおりといたします。 

① 新たにガスの使用を開始した場合の契約期間は、料金の適用開始の日から同日が属する

月の翌月を起算月として１２か月目の月の検針日までといたします。 

② 契約種別を変更した場合は、変更後の契約の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日か

らその変更の日の属する月の翌月を起算月として１２か月目の月の検針日までといたし

ます。 

③ 契約期間満了時において当社とお客さまの双方が契約内容について異議のない場合に

は、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として１

２か月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。 

（３） 本契約の契約期間満了前に解約又はガス小売供給約款に定める料金への変更をしたお客さま

が、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の

解約の日又は契約種別の変更の日から１年に満たない場合には、当社は、その申し込みを承諾
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しないことがあります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約

又は契約種別の変更の場合はこの限りではありません（（４）において同じ）。 

（４） 本契約の契約期間満了前に他の契約種別（ガス小売供給約款に定める料金を除きます。）へ

の変更を申し込みされた場合には、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。 

 

６．使用量の算定 

 

各月使用分の使用量は、前月の検針日及び当該月の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いた

します。 

 ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日

のガスメーターの読みにより算定いたします。 

 

７．料金 

 

（１） 当社は、料金の支払いが、支払い義務発生の日の翌日から起算して３０日以内（以下「早収

期間」といいます。）に行われる場合には早収料金（消費税等相当額を含みます。）を、早収期

間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を３パーセント割り増ししたもの（以下「遅

収料金」といい、消費税等相当額を含みます。）を料金として支払っていただきます。なお、

早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸いたします。 

（２） 当社は、１１月使用分（１０月検針日の翌日から１１月検針日まで）から５月使用分（４月

検針日の翌日から５月検針日まで）までの期間については、別表の料金表を適用して、早収料

金又は遅収料金を算定し、６月使用分(５月検針日の翌日から６月検針日まで）から１０月使用

分（９月検針日の翌日から１０月検針日まで）までの期間については、ガス小売供給約款に定

める料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定します。ただし、暖房機器を冷房用に用

いる場合で、契約時にお客さまからあらかじめ申し込みがあったときは、６月使用分から１０

月使用分までの期間については、別に定める選択約款の空調夏期契約の料金表を適用して、早

収料金又は遅収料金を算定いたします。 

（３） 当社は、６月使用分（５月検針日の翌日から６月検針日まで）から１０月使用分（９月検針

日の翌日から１０月検針日まで）までの期間については、ガス小売供給約款により早収料金又

は遅収料金を算定いたします。 

（４） 当社は、この選択約款に定める契約について２個以上のガスメーターを設置している場合で

あって料金算定期間の末日が１１月１日から５月３１日に属する場合には、それぞれのガスメ

ーターの読みにより算定した使用量に基づき、それぞれのガスメーターごとに早収料金を算定

いたします。 

（５） 当社は、お客さまが１需要場所にガス小売供給約款に定める料金とこの選択約款に定める料

金についてそれぞれガスメーターを設置している場合であって料金算定期間の末日が６月１

日から１０月３１日に属する場合には、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量

を合計した量に基づき、ガスメーターを１個として、早収料金を算定いたします（（２）項た

だし書きを除く）。 

（６） 料金適用の開始日は、原則として契約成立後の初回定例検針日の翌日とし、それまでの期間

についてはガス小売供給約款の料金表を適用いたします。ただし、他の選択約款からこの約款

へ契約を変更する場合は、その選択約款の料金表を適用いたします。 

 

８．単位料金の調整 

 

（１） 当社は、毎月、１００ガジュール地区は（２）－①－ⅱにより算定した平均原料価格が（２ 

）－①－ⅰに定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合、次の算定式により別表の料 

金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替 

えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。 

なお、調整単位料金の適用基準は、別表２（２）のとおりといたします。  

 

 

① １００メガジュール地区 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき  
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調整単位料金（０.１立方メートル当たり）  

＝基準単位料金＋０.２１９円×原料価格変動額／１,０００円×（１＋消費税率）  

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき  

調整単位料金（０.１立方メートル当たり）  

＝基準単位料金－０.２１９円×原料価格変動額／１,０００円×（１＋消費税率） 

 

（備 考）  

上記の算定式によって求められた計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨てます。  

 

（２）（１）の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。  

 

① １００メガジュール地区 

    

ⅰ） 基準平均原料価格（トン当たり）  

５３，９７０円 

 

ⅱ） 平均原料価格（トン当たり）  

 別表２（２）に定められた各３か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当

たりＬＰＧ平均価格（算定結果の１０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたします。）

を平均原料価格といたします。 

ただし、その金額が８６，３５０円以上となった場合は、８６，３５０円といたします。  

 

（備 考）  

トン当たりＬＰＧ平均価格は、当社の本社、又は当社の営業所及び事務所等に掲示いたします。  

 

②  原料価格変動額  

次の算定式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り捨てた１００円単位の金額といた

します。  

 

（算定式）  

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき  

原料価格変動額 ＝ 平均原料価格 － 基準平均原料価格  

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき  

原料価格変動額 ＝ 基準平均原料価格 － 平均原料価格 

 

９．その他 

 

 その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。 
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附 則 

 

１．本選択約款の実施期日 

この選択約款は、２０１９年１０月 １日から実施いたします。  

 

２．本選択約款の実施に伴う切替措置 

当社は、２０１９年９月３０日以前から継続して供給し、２０１９年１０月 １日から２０１９年

１０月３１日までに支払義務が初めて発生するものについては、本選択約款の変更前の選択約款に基

づき料金を算定するものといたします。 

 

 

（別 表） 

 暖房用季節契約 白鳥台・高平（１００メガジュール）地区に適用する料金表 

 

１．適用期間 

 

 料金算定期間の末日が１１月１日から５月３１日に属する料金について適用いたします。 

 

２．料金及び消費税等相当額の算定方法 

 

（１）早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は８の規定に

より調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 

 

（２）調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。  

① 料金算定期間の末日が１月１日から１月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、前年８月から１０月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

② 料金算定期間の末日が２月１日から２月２８日（うるう年は２月２９日）に属する料金算定期

間の早収料金の算定にあたっては、前年９月から１１月までの平均原料価格に基づき算定した調

整単位料金を適用いたします。 

③ 料金算定期間の末日が３月１日から３月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、前年１０月から１２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いた

します。 

④ 料金算定期間の末日が４月１日から４月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、前年１１月から当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑤ 料金算定期間の末日が５月１日から５月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、前年１２月から当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑥ 料金算定期間の末日が６月１日から６月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、当年１月から３月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑦ 料金算定期間の末日が７月１日から７月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、当年２月から４月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑧ 料金算定期間の末日が８月１日から８月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、当年３月から５月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑨ 料金算定期間の末日が９月１日から９月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ

たっては、当年４月から６月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑩ 料金算定期間の末日が１０月１日から１０月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年５月から７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用い

たします。 
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⑪ 料金算定期間の末日が１１月１日から１１月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年６月から８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いた

します。 

⑫ 料金算定期間の末日が１２月１日から１２月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定

にあたっては、当年７月から９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いた

します。 

 

（３）早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額はそれぞれ次の算式により算定いたします。（小数

点以下の端数については切り捨てることといたします。） 

① 早収料金に含まれる消費税等相当額＝早収料金×消費税率÷（１＋消費税率） 

② 遅収料金に含まれる消費税等相当額＝遅収料金×消費税率÷（１＋消費税率） 

 

３．料金表 

（１）  基本料金（消費税等相当額（１０％）を含みます。） 

 

①  １００メガジュール地区 

 

暖房用ガスメーターの能力及び基本料金 

ガスメーターの能力 

基 本 料 金 

１１月分及び５月分の 

基本料金 

１２月分から４月分までの 

基本料金 

「１」立方メートル毎時 ８２５.００円  １,６５０.００円  

「１．６」，「２」 

立方メートル毎時 
１，６６６.５０円  ３,３３３.００円  

「２．５」，「３」 

立方メートル毎時 
３，３９９.００円  ６,７９８.００円  

「４」，「５」 

立方メートル毎時 
５，５１６.５０円  １１,０３３.００円  

「６」，「７」，「１０」 

立方メートル毎時 
９，２４０.００円  １８,４８０.００円  

「１５」，「１６」 

立方メートル毎時 
１７，４５１.５０円  ３４,９０３.００円  

「２５」，「３０」 

立方メートル毎時 
３１，５７０.００円  ６３，１４０.００円  

 

※「３０」立方メートル毎時を超える能力のガスメーターについては、１立方メートル毎時につき、

３，５２０円（１１月分及び５月分は１，７６０円）を「「２５」，「３０」立方メートル毎時」の

基本料金に加算した金額といたします。 

 

（２） ガスメーターを直列に設置した場合、別表の料金表の適用に当たっては、これらのガスメー

ターを並列して設置した場合の当該暖房用季節契約に使用するガスメーターの能力によるも

のといたします。 

 

（３） 基準単位料金（消費税等相当額（１０％）を含みます。） 

 

① １００メガジュール地区 

 ０.１立方メートルにつき       ２４．３６円 
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（４） 調整単位料金（消費税等相当額（１０％）を含みます。） 

  

① １００メガジュール地区 

 （４）の基準単位料金をもとに８の規定により算定した０.１立方メートル当たりの単位料

金といたします。 

 


